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国連の専門家からも深刻な懸念が表明されています。 

 国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、５月１

８日、共謀罪（テロ等準備罪）法案はプライバシー権と表現の自由の過度の制

限につながるおそれがあるとして、深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛に

送付しました。 

同書簡では、法案の「組織的犯罪集団」、「計画」及び「準備行為」の定義が

あいまいで恣意的な適用のおそれがあること、対象となる２７７の犯罪が広範

でテロリズムや組織犯罪と全く関連性がないように見える犯罪を多く含んでい

ることを指摘しています。 

また、共謀罪の制定により監視の強化が予想されるにもかかわらず、適切な

プライバシー保護策が導入されていないこと、監視捜査に対する令状主義の強

化などが想定されていないことも指摘し、さらに、日本の裁判所が極めて容易

に令状を発布するとの事実認識を示しています。 

その上で、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、さら

に要望があれば、国連から法案の改善のために専門家を派遣する用意があるこ

とまで表明しています。国連の人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁

務官事務所を介して、国会審議中の法案について疑問が提起され、見直しが促

されたことは極めて重要です。 

 一般のビジネスにも適用される可能性があります。 

 共謀罪法案の「組織的犯罪集団」の定義はあいまいで会社・社団やその内部

組織も該当する可能性があります。ビジネスの世界では日々、様々な問題につ

いて検討・協議が行われていますが、後日、その協議自体が「共謀」と認定さ

れる「リスク」があれば、経済活動の健全な発展に対しても、著しい脅威とな

りかねません。共謀罪法案には、金融商品取引法のインサイダー取引等、法人

税法の偽りにより税を免れる行為、特許法・著作権法上の特許権等の侵害、不

正競争防止法上の営業秘密の不正取得などが対象とされており、専門家でも見

解が分かれるビジネスの問題点を検討することも多く含まれているのです。 


